
日本情動学会規約 
 

第 1 章 総則 

（名称） 

第 1 条 本会は、「日本情動学会（Japan Emotionology Society- JES-）」と称する。 

 

（主たる事務所の所在地） 

第 2 条 本会は、主たる事務所を東亜大学人間科学部西条研究室に置く。 

（従たる事務所の所在地） 

 事務局 467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１ 日本情動学会名古屋事務局  

    e-mail:emotion@med.nagoya-cu.ac.jp に置く。 

第 3 条 本会は、従たる事務所を東京以外の都市に置くことができる。 

（目的） 

第 4 条 本会は、情動に関する基礎から応用まで幅広い「こころ」の教育と研究を通して社会に貢献する

ことを目的とする。 

 

（事業） 

第５条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１．会員の情報交流及び各会員の研究に対する協力促進 

２．機関誌、及びその他の刊行物の発行 

３．書籍の編集及び出版 

４．学術集会・セミナーの開催 

５．国際的な研究協力の推進 

６．一般市民向け啓発活動 

７．前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 

 

第２章 会 員 

（入会） 

第６条 当会の目的に賛同し，入会した者を会員とする。 

２ 会員は、別に定める会費を納めなければならない。 

３ 正会員となるには、本会所定の書式により入会の申込みをする。 

 

（会員の種別） 

第７条 当会の会員の種別は次のとおりとする。 

（１）正会員  正会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会手続を行い、理事会で承認され、入会金及び

年会費を納入した者とする。 

（２）特別会員 多年本会に功労のあった会員で、評議員から推薦され、評議委員会の承認を得た者 

（３）名誉会員 本会に多大の貢献のあった外国人で、評議員から推薦され、評議委員会の承認を得た者 



（４）賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会を支援する個人及び法人 

（５）特別顧問 本会の設立、運営に貢献し、評議員から推薦され、総評議委員会で承認を得た者 

 

（退会） 

第８条 会員は、本会に対し、退会届を書面にて提出することによりいつでも退会することができる。 

２ 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。 

（１）死亡又は解散 

（２）３年以上の会費滞納 

（３）除名 

 

（除名） 

第９条 会員が、当会の名誉を毀損し、若しくは著しく当会の目的に反する行為をしたとき、又は会員と

しての義務に違反したときは、理事会の決議によりその会員を除名することができる。 

 

（拠出金品の不返還） 

第１０条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 

 

第３章 評議員、評議員会 

（評議員） 

第１１条 評議員は本会の中核となる会員であって、理事を含め、評議員会の構成員となる。 

 但し、本会設立時の評議員は別紙の通りとし、当該評議員は自ら辞任しない限り、評議員の資格を失わ

ない。  

２ 前項の評議員以外の者が評議員となるには、理事の推薦により理事会の承認を得て選ばれる。 

３ 評議員の人数は１５名以上４０名以内とする。 

 

（評議員会） 

第１２条 定時評議員会は、毎年 1 回開かれ、本会の運営に必要な事項の一切を評議する。 

２ 必要のある場合には、随時臨時評議員会を開催することができる。 

３ 評議委員会は委任状をふくめ過半数の出席を必要とする。 

 

（召 集） 

第１３条 評議員会は、理事長が招集する。 

２ 定時評議員会の招集通知は、日本情動学会大会開催通知に合わせてこれを行う。  

 

（議 長） 

第１４条 議長は、理事長がこれを務め、会議を進行指揮する。 

２ 議長は、必要に応じて副議長、議長補佐を選任することができる。 

３ 理事長は必要に応じて臨時評議委員会を招集することができる。 



（議決権） 

第１５条 評議員は、各々１個の議決権を有する。 

 

（議 決） 

第１６条 会議の議事は、出席評議員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

２ やむを得ない理由のため評議員会に出席することができない評議員は、予め通知された事項について、

書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この方法により議決権を行使した評

議員は、その会議に出席したものとみなす。 

 

（議事録） 

第１７条 評議会の議事は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）評議員の現在数 

（３）出席した評議員の名 

（４）議決事項 

（５）議事の経過の概要 

（６）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及び出席した評議員のうちからその会議において選任された議事録署名人２人以上

が署名押印しなければならない。 

 

第４章 役員 

（役員の種別及び員数） 

第１８条 本会には、以下の役員を置く。 

（１） 理事長 1 名 

（２） 副理事長 1 名 

（３） 理事 10 名以上 25 名以内 

（４） 監事 2 名 

 

（職務権限） 

第１９条 理事長は本会の職務を総理し、本会を代表する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、副理事長がその職務を代行

する。 

３ 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。 

４ 監事は、本会の会計を監査する。 

 

（選任） 

第２０条 理事長は、本会の理事の中から、理事の互選によって選出される。 



２ 副理事長は理事長の指名により選出され、理事会によって承認される。 

３ 理事及び監事は、本会の評議員の中から、評議員会の決議により選任する。 

ただし、必要があるときは、評議員以外の者から選任することを妨げない。 

 

（任期） 

第２１条 理事長及び副理事長及び監事の任期は４年とし、再任を妨げない。 

２ 理事の任期は４年とし、再任を妨げない。 

３ 役員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 

３ 任期満了前に退任した役員の後任者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 

 

（理事会） 

第２２条 理事会は、理事長がこれを招集し、議長は理事長がこれを務める。 

２ 理事は各々１個の議決権を有する。 

３ 会議は過半数の出席を得て成立し、会議の議事は、出席理事の過半数の同意でこれを決する。 

４ 理事会は、以下の事項を決議する。 

（１）評議員会の決議した事項の執行に関すること 

（２）評議員会に付議すべき事項 

５ やむを得ない理由のため理事会に出席することができない理事は、予め通知された事項について、書

面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この方法により議決権を行使した理事

は、その会議に出席したものとみなす。 

 

 

第５章 委員会 

 

第２３条 本会は、必要に応じて委員会を置き、各委員会の業務を行う委員は理事会において選任するも

のとする。 

２ 本会の目的を達成するため、理事会は、必要に応じて各種専門委員会を設置し、当該委員会の業務を

行う委員を選任することができる。 

３ 理事会より指名を受けた委員は、その業務に関する理事会の議事に参加し、意見を述べることができ

る。 

 

第６章 資産及び会計 

（事業年度） 

第２４条 本会の事業年度は，毎年４月１日から３月３１日までとする。 

 

（資産） 

第２５条 本会の資産は以下のとおりとする。 

（１）会費 



（２）事業及び資産から生ずる収益 

（３）寄付金品 

（４）その他の収入 

 

（資産の管理） 

第２６条 資産は理事長が管理し、その方法は理事会の決議によって定める。 

 

（経費の支出） 

第２７条 本会の経費は、本会の資産をもって支弁する。 

 

第７章 附則 

（本規約の変更） 

第２８条 本規約を変更するには、理事会及び評議委員会の承認を得なければならない。 

 

（会費） 

第２９条 本会会員の会費等は次のとおりとする。  

２ 会費の変更は理事会で決定し、評議員会の承認を得るものとする。 

 

会員種別 会費（年額） 

評議員以外の正会員 ３０００円 

（在学中の者は無料とする。但し、1 年ごとに更新する。） 

評議員である正会員 ５０００円 

理事である正会員  １００００円 

特別顧問、特別会員及び名誉会員 会費負担なし 

賛助会員 一口５０，０００円 


